
 
 

 

改      正      後 
 

 
 
 

改      正      前 
 

１ 大使館等の範囲 
  租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）（以
下「租特法」という。）第 86条第１項《外国公
使館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》

に規定する「大使館、公使館、領事館その他こ

れらに準ずる機関」とは、大使館、公使館、総

領事館、領事館（名誉（総）領事館を除く。）及

び外国政府等代表部並びにこれらに類する外国

政府等の機関で大使館、公使館、総領事館又は

領事館に準ずるものとして日本国政府が認める

機関（以下「大使館等」という。）をいい、同項

の規定により消費税が免除される大使館等は、

相互条件に基づき消費税を免除すべきものとし

て租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省
令第 15 号）（以下「租特法規則」という。）第
36条の２第１項《外国公館等であることの証明
等》に規定する証明書（以下「証明書」という。）

を外務省大臣官房儀典総括官

 

 

１ 大使館等の範囲 
  租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）（以
下「租特法」という。）第 86条第１項《外国公
使館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》

に規定する「大使館、公使館、領事館その他こ

れらに準ずる機関」とは、大使館、公使館、総

領事館、領事館（名誉（総）領事館を除く。）及

び外国政府等代表部並びにこれらに類する外国

政府等の機関で大使館、公使館、総領事館又は

領事館に準ずるものとして日本国政府が認める

機関（以下「大使館等」という。）をいい、同項

の規定により消費税が免除される大使館等は、

相互条件に基づき消費税を免除すべきものとし

て租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省
令第 15 号）（以下「租特法規則」という。）第
36条の２第１項《外国公館等であることの証明
等》に規定する証明書（以下「証明書」という。）

を外務省大臣官房儀典官（以下「外務省」とい

う。）が交付した大使館等に限られるのであるか

ら留意する。 
 
２～６ 同左 
 

（以下「外務省」

という。）が交付した大使館等に限られるのであ

るから留意する。 
 
２～６ 省略 
 

  

外 国 公 館 等 免 税 通 達 新 旧 対 照 表 
 

別 紙 
 

 
 

 
(注) アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 
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改      正      前 
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改      正      後 
 

 
 
 

改      正      前 
 

別紙第４号様式

外交官等用揮発油購入証明書

公 館 名

登 録 車 両 番 号

この購入票で購入できる
揮発油の数量

この購入票の有効期限
年 月 日

購 入 票 の 発 行 年 月 日
年 月 日

購 入 票 の 発 行 責 任 者 外務省大臣官房儀典総括官 ○印

署 名

Senior Deputy Chief of Protocol， Ministry of Foreign Affairs

Certificate of Purchase of Gasoline by Diplomats etc．

Name of Mission

Licence Plate Number

Quantity Purchasable on
the Coupons

Term of Validityof Coupons

Date of Issuance

Issuing Official

Bearer’s Signature

別紙第４号様式

外交官等用揮発油購入証明書

公 館 名

登 録 車 両 番 号

この購入票で購入できる
揮発油の数量

この購入票の有効期限
年 月 日

購 入 票 の 発 行 年 月 日
年 月 日

購 入 票 の 発 行 責 任 者 外 務 省 大 臣 官 房 儀 典 官 ○印

署 名

Deputy Chief of Protocol， Ministry of Foreign Affairs

Certificate of Purchase of Gasoline by Diplomats etc．

Name of Mission

Licence Plate Number

Quantity Purchasable on
the Coupons

Termof Validityof Coupons

Date of Issuance

Issuing Official

Bearer’s Signature



 
 

 

改      正      後 
 

 
 
 

改      正      前 
 

別紙第６号様式 

証 明 書 番 号 儀消第       号 

外  国  公  館  等  消  費  税  免  除  証  明  書 

Certificate of Consumption Tax Exemption for Foreign Establishments 

（住所・電話番号） 

 

販

売

業

者 

（氏名又は名称） 

 

年 式 ・ 車 種 

Year & Make 

型        式 

Body Type 

数        量 

Quantity 

税 抜 価 格 

Tax-Free Price 

 

 

   

   

上記の物品は               公館／構成員の使用のため購入するものであることに相違がない 

 

ことを証明します。 

 

This is to certify that above-mentioned motor vehicle/cycle is purchased for the office/personnel 

  

   use of                                             ・ 

(Name of Foreign Establishment) 

 

  年   月   日 

 Date 

 

 

外務省大臣官房儀典総括官 

Senior Deputy Chief of Protocol   印 

Ministry of Foreign Affairs 

 

下記は購入者が購入時に記入 
To be entered by purchaser upon purchase 
 
所属公館名称 

Name of Foreign Establishment 

 

 

購入年月日 

Date of Purchase 

購入者氏名 

Name of Purchaser (In the case of official vehicles, the name of an authorized officer) 

（署名） 

Signature 

〔本証明書は 7年間保存〕 

別紙第６号様式 

証 明 書 番 号 儀消第       号 

外  国  公  館  等  消  費  税  免  除  証  明  書 

Certificate of Consumption Tax Exemption for Foreign Establishments 

（住所・電話番号） 

 

販

売

業

者 

（氏名又は名称） 

 

年 式 ・ 車 種 

Year & Make 

型        式 

Body Type 

数        量 

Quantity 

税 抜 価 格 

Tax-Free Price 

 

 

   

   

上記の物品は               公館／構成員の使用のため購入するものであることに相違がない 

 

ことを証明します。 

 

This is to certify that above-mentioned motor vehicle/cycle is purchased for the office/personnel 

  

   use of                                             ・ 

(Name of Foreign Establishment) 

 

  年   月   日 

 Date 

 

 

外務省大臣官房儀典官 

Deputy Chief of Protocol,    印 

Ministry of Foreign Affairs. 

 

下記は購入者が購入時に記入 
To be entered by purchaser upon purchase 
 
所属公館名称 

Name of Foreign Establishment 

 

 

購入年月日 

Date of Purchase 

購入者氏名 

Name of Purchaser (In the case of official vehicles, the name of an authorized officer) 

（署名） 

Signature 

〔本証明書は 7年間保存〕 


	無題



